
令和４年度第２回松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会 次第 

 

日時：令和４年１２月１６日（金） 

午後１時３０分～ 

場所：オンライン開催（Zoom） 

Ｍウイング ３－１会議室  

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事 

⑴ 重層的支援体制の構築に係る他機関協働及び生活支援のあり方について 

 

 

 

 

⑵ 社会福祉施設等施設整備費補助金の交付要綱及び基本方針について 

 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉会 
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障害者福祉専門分科会 答申の方向性 

 （令和４年９月１日 第１回目分科会でのグループワーク意見から） 

 

諮問事項「重層的支援体制の構築に係る多機関協働及び生活支援のあり方について」 

 

１．多機関協働のあり方について 

（ソフト面） 

⑴ 高齢者分野の地域包括支援センター、障がい者分野の総合相談支援センター等、

既存の相談窓口の役割を整理すること。また、各相談窓口の連携体制を整備し共有

すること。 

⑵ 地域包括ケアシステムを応用した多機関協働の取り組みを行うこと。 

⑶ 相談機関の位置づけを明確にし、全体像を見渡しながら権限をもって調整ができ

る相談機関とすること。 

⑷ インテークの面接を重視し総合的な相談を受ける体制を整備すること。 

⑸ 子ども、障がい者、高齢者、外国籍であっても、どの窓口でも相談を受けられる

ようにすること。 

⑹ 重度障がい者が、１８歳到達したときの障害福祉サービス、６５歳に到達してか

らの介護保険サービスへの移行時といった年齢や制度の狭間において、切れ目のな

い支援ができる体制とすること。 

⑺ 市民にとって、身近で分かりやすい情報提供ができる体制を整備すること。 

 

（ハード面） 

⑻ 中学校区単位で相談できる体制を検討すること。 

⑼ 新たに相談機関を設けるのではなく、地域包括支援センター等の既存機関を応用

することが可能か検討すること。 

 

２．生活支援のあり方 

⑴ コロナ禍でも対応可能な SNSを活用した支援の方法を検討すること。 

⑵ 小規模なインフォーマル活動に対して支援できる体制を整備すること。 

⑶ ひきこもりについての集まり等に地域の公民館等の場所を活用できるシステム

を検討すること。 

⑷ 地域ケア会議を利用して普段から支えあうことの必要性を理解できる仕組みを

整備すること。 

⑸ 有償ボランティア活動を有効に活用すること。また、その活動をサポートする体

制を整備すること。 

⑹ 集いの場のユニバーサルデザインが必要。 

⑺ 問題を抱えながらも、知られたくないと思っている家族へのアプローチを検討す

ること。 

⑻ 個別性を意識しながら、家族の問題としても支援を検討すること。 

⑼ 自らの意思で決断ができるよう支援のあり方を検討すること。 



松本市社会福祉施設等施設整備補助金交付事業の 

交付要綱及び基本方針について 

 

１ 趣旨・目的 

  標記補助金交付事業の令和５年度に実施に向けて、要綱及び基本方針を整備するも

の。 

 

２ 背景・経緯 

  中核市移行により県から市に移管された補助金交付事業 

 

３ 事業内容 

 ⑴ 対象となる施設 

設置の根拠となる法律 施設の種類 

生活保護法関係 授産施設等 

社会福祉法関係 社会事業授産施設等 

障害者総合支援法関係 障害福祉サービス事業所（生活介護、自立訓練、就労

移行支援、就労継続支援等） 

児童福祉法関係 児童発達支援事業所、放課後等ディサービス事業所等 

その他 盲導犬訓練施設 

 ⑵ 補助率 

   新設・改修等に係る経費（国の基準額内）の３／４を整備事業者に補助 

   （国：１／２、中核市１／４） 

 ⑶ 標準的な基準額（国要綱：令和４年６月６日改正） 

   53,100千円（利用定員２０人以下） 

 

４ 要綱案 

 ⑴ 松本市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱（案） 

別添１ 

 ⑵ 社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱抜粋（国要綱） 

   別添２ 

 

５ 基本方針案 

 ⑴ 令和５年度松本市障がい児・者施設整備の基本方針（案） 

   別添３ 

 ⑵ 基本方針の概要 

   障害者基本法や松本市第４次障がい者計画及び第６期松本市障がい福祉計画・第

２期松本市障がい児福祉計画に基づき施設整備の基本方針を定め、優先して整備す

る施設やその要件を定めるもの。 

障害者福祉専門分科会資料 

４．１２．１６ 

障がい福祉課 



松本市告示第  号 

松本市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和５年４月１日 

松本市長 臥雲 義尚 

松本市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の福祉ニーズに対応するとともに、施設通所者や入所

者の福祉向上を図るために、社会福祉施設等の整備に要する経費の一部に対

し、補助金を交付することについて、松本市補助金交付規則（昭和３７年規則

第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「社会福祉施設等」及び「施設整備」の定義は、「社

会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」（平成１７年１０月５日付け厚

生労働省発社援第 1005003 号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国庫補助要

綱」という。）に定めるところによる。 

２ 第１条に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の定義は、こ

の要綱に特段の定めのない限り、国庫補助要綱おいて使用する用語の例によ

るものとする。 

 

（対象者） 

第３条 補助金交付の対象者は、国庫補助要綱第２の４の表③欄に規定する設

置者とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、施設整備であって、次のいずれにも該当するものとす

る。 

 ⑴ 松本市社会福祉施設等整備審査会（以下「審査会」という。）の審査を受

けて、国の補助又は交付を受ける整備事業であること。 

 ⑵ 整備事業が、国庫補助要綱第２の４の表⑤欄において中核市が補助者と

されている表①欄の施設を整備するための事業であること。 

 ⑶ 整備事業を行おうとする社会福祉施設等の規模、構造及び運営が法令等

に定める基準に適合するものであること。 



 ⑷ 整備事業に必要な財源、用地等の確保が確実であること。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、国庫補助要綱において、補助対象となる経費とする。

ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。 

 ⑴ 土地の買収又は整地に要する費用 

 ⑵ 職員の宿舎に要する費用 

 ⑶ その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、社会福祉施設等ごとに第１項ア又はイに掲げる方法に

より算出した額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）

の合計額の範囲内で市長が定める額とする。 

 ⑴ 整備事業のうち創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設

整備及び避難スペース整備の整備については、アの規定により算出した額

に国庫補助要綱第２の４の表⑥欄に定める補助率（以下イにおいて「市補助

率」という。）を乗じて得た額とイの規定により算出した額とを比較してい

ずれか少ない方の額 

  ア 工事請負契約等を締結する単位ごとに、国庫補助要綱別表 1－1又は別

表 1－2の第３欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から

寄付金その他の収入額（社会福祉法人等（営利法人を除く。）の場合は、

寄付金収入額を除く。以下イにおいて同じ。）を控除した額とを比較して

少ない方の額 

  イ 国庫補助要綱第２の４の表①欄に定める施設の種類ごとに、国庫補助

要綱別表 1－1 又は別表 1－2 の第１欄に定める種目ごとに第２欄により

算出した基準額の合計額 

⑵ 第１項以外の整備事業については、国庫補助要綱別表 1－3又は別表 4の

第１欄に定める種目ごとに第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経

費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額と総事業費から寄付金そ

の他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に、市補助率

を乗じて得た額 

 

（協議書の提出） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。」は、

あらかじめ市長の指定する日までに社会福祉施設等施設整備費補助金協議

書（様式第 1号）を市長に提出しなければならない。 



（内示） 

第８条 市長は、協議書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたとき

は、当該協議書提出者に対して社会福祉施設等施設整備費補助金内示書（様式

第２号）により補助金交付の内示を行うものとする。 

 

（申請） 

第９条 補助事業者は、社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書（様式第３

号）を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。 

２ 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。 

⑴ 役員情報届出書 

⑵ 前年度決算書（交付申請時において前年度決算が確定していない等の理由

により、前号に規定する期限までに提出できない場合は、前年度決算が確定

後、速やかに提出すること。また、補助金の交付の申請をする者が新たに設

立された法人である等の理由により、交付申請時において前年度決算書が存

在しない場合は、この限りでない。） 

⑶ 財産目録及び貸借対照表 

⑷ 事業に伴う歳出歳入予算（見込み）書抄本 

 ⑸ 本市から受けた補助金内示書の写し 

⑹ 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表（増築、改築等の場合は、既

存建物との関係を明示すること。） 

⑺ 支出予定工事費費目別内訳書（大規模修繕の場合を除く。） 

⑻ 見積書 

⑼ 工事仕様書、工程表 

⑽ 建物平面図（建築面積を記入したもの）、立面図、建物配置図及び付近見

取図（設備整備については、立面図を除く。） 

⑾ 既存施設を買収により整備する場合は、その建物の評価書（市長が不必要

と認めた場合を除く。） 

⑿ その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の条件） 

第１０条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければな

らない。 

⑴ 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

⑵ 補助事業を行うために締結する契約手続については、市長が別に指示する

ところによること。 

⑶ 補助事業の建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において



も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾し

ないこと。 

⑷ 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金

等の資金提供を（共同募金会に対して行われた寄付を除く。）を受けてはな

らないこと。 

⑸ 補助金の交付の対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金の配分

金又は公益財団法人ＪＫＡ、公益財団法人日本財団、公益財団法人中央競馬

馬主社会福祉財団、社会福祉法人中央共同募金会等の補助金の交付を受けな

いこと。 

⑹ 規則の規定に従うこと。 

 

（交付決定） 

第１１条 市長は、社会福祉施設等施設整備費補助金交付決定通知書（様式第 4

号）により、補助金の交付を申請した者（以下「申請者」という。）に交付決

定の通知をするものとする。 

２ 市長は、交付決定の審査に当たり、必要と認めるときは、申請者の協力を得

て実地調査を行うことができる。 

 

（交付申請の取下） 

第１２条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して１５日以内に交

付の申請を取り下げることができる。 

 

（補助事業の変更、中止及び廃止） 

第１３条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、あ

らかじめ市長の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の内容のうち、次の事項について変更を行う場合は、

あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

⑴ 建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を

除く。） 

⑵ 建物等の用途 

⑶ 入所定員又は利用定員 

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかとなっ

た場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して

その指示を受けなければならない。 

４ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）

する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。 



 

（補助金の変更交付申請） 

第１４条 補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の

内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、社会福祉施設

等施設整備費補助金変更交付申請書（様式第１５号）及び関係書類を、市長の

指定する日までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、第１項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めると

きは補助金の変更交付を決定し、社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付

決定通知書（様式第１６号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（状況報告等） 

第１５条 補助事業者は、工事の入札を行おうとするときは、入札の日の５日前

までに入札参加業者報告書（様式第６号）により市長に報告しなければならな

い。 

２ 補助事業者は、工事の入札を行ったときは、入札後速やかに入札結果報告書

（様式第７号）により市長に報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、工事に着工したときは、着工の日から１０日以内に工事着工

報告書（様式第８号）により市長に報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、工事が完了したときは、完了の日から１０日以内又は当該年

度の３月３１日のいずれか早い日までに工事完了報告書（様式第９号）により

市長に報告しなければならない。 

５ 補助事業者は、毎年度１２月末日現在の工事の進捗状況を、翌月１５日まで

に工事進捗状況報告書（様式第１０号）により市長に報告しなければならない。 

 

（実地検査） 

第１６条 市長は、補助事業者の協力を得て、工事（設備の購入を除く。）の中

間期に実地検査を行うことができる。 

２ 市長は、第１５条の４の工事完了報告書の提出があったときは、提出があっ

た日から起算して１４日以内に、補助事業者の協力を得て、実地検査を行うこ

とができる。 

 

（補助金の実績報告） 

第１７条 補助事業者は、社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書（様式第

１１号）（以下「実績報告書」という。）を補助事業完了の日から起算して３０

日を経過した日、または第１３条の４の規定により補助事業の中止又は廃止

の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から３０日を経過した



日）又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定があった年度

の翌年度の４月３０日までに、社会福祉施設等施設整備費補助金年度終了実

績報告書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、交付申請時

又は変更交付申請時に提出済みであり、その内容に変更のないものについて

は、省略可能とする。 

 ⑴ 請負の場合にあっては工事請負契約書、直営の場合にあっては支払領収

書、仮設施設を賃貸借した場合にあっては賃貸借契約書の写し 

 ⑵ 工事完了を確認するに足る検査済証（建築基準法第７条第５項又は第１

８条第７項の規定による検査済証）の写し。ただし、建築確認が必要な規模

の工事に該当しない場合は不要とする。 

 ⑶ 各室ごとに、室名及び面積を明らかにした表（増築、改築等の場合は、既

存建物との関係を明示すること。） 

 ⑷ 建物平面図（建築面積を記入したもの）、立面図、建物配置図及び付近見

取図（設備整備については、立面図を除く。） 

 ⑸ 建物内外主要部分の写真 

 ⑹ 工事（設計監理委託）契約金額報告書 

 ⑺ 事業に伴う歳出歳入決算（見込）書抄本 

 ⑻ 抵当権の設定の有無を証明できる書類（登記簿の写し等） 

 ⑼ その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金額の確定等） 

第１８条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出

書類の審査及び必要に応じて行う実地検査により、その報告に係る補助事業

の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（規則様式

第４号）により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１９条 補助金は、規則第１３条の規定による補助金の額の確定後交付する。

ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、

規則第４条第３項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払

により交付することができる。 

２ 補助事業者は、社会福祉施設等施設整備費補助金交付請求書（様式第１３号）



に松本市補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた

日から起算して１０日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなけれ

ばならない。 

３ 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、社会福

祉施設等施設整備費補助金交付請求書に、社会福祉施設等施設整備費補助金

交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求を市長に対して行わなけ

ればならない。 

４ 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報

告を行う際に、松本市補助金精算書を提出しなければならない。 

５ 補助事業者は、第４項により松本市補助金精算書を提出した場合において、

交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、

松本市補助金返納・返還命令通知書に定めるところにより、それを返納しなけ

ればならない。 

 

（財産の処分の制限等） 

第２０条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及

びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３

０万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下、「適化

法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間を経過する日までは、市長の承認を受けないで、これらを補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊

し又は廃棄してはならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、その効率的な運用を図らなければならない。 

３ 市長は、補助事業者が第１項の規定により市長の承認を受けて財産を処分

することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させ

ることができる。 

 

（消費税） 

第２１条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告に

よりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したと

き（仕入控除税額０円の場合を含む。）は、消費税及び地方消費税仕入控除税

額報告書（様式第１４号）により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全



国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税

及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税

の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告

を行うこと。 

２ 市長は、第１項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を

市に納付させることができる。 

 

（帳簿の整備保存等） 

第２２条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿及び証拠書類を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳

簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

なければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及

びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３

０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が

完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働

大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけ

ればならない。 

２ 補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力

を得て調査することができる。 

 

（委任） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

（その他） 

第２４条 この要綱の改正の際、既に旧様式により提出されている申請等の取

扱いについては、なお従前の例による。 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（抜粋） 

 

（交付の対象） 

４ 整備費補助金は、次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③

欄に定める設置者が設置する施設に係る施設整備事業に対し、④ 欄に定める補助根拠等により⑤

欄に定める補助者が行う補助事業を交付の対象とする。 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④補助根拠 ⑤補助者 ⑥県補 ⑦国庫 

   等  助率 補助率 

(1) 保護施設 生活保護法第 社会福祉法人 生活保護法 都道府県又は ３／４ ２／３ 

 ４１条 又は日本赤十 第７４条第 指定都市若し   

  字社 １項 くは中核市   

(2) 社会事業 社会福祉法第 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

授産施設 ２条第２項第   指定都市若し   

 ７号   くは中核市   

(3) 障害福祉

サービス事業

所等 

ｱ 障害福祉 障害者総合支 障害者総合支 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

サービス事 援法第７９条 援法第７９条  指定都市若し   

業所（療養 第２項 第２項に基づ  くは中核市   

介護を除  き事業を実施     

く。）  する法人（社会福

祉法人、医療法

人、日本赤十字

社、公 益 社 団 

法人、一般社団法

人、公益財団法

人、一般財団法

人、NPO 

    

  法人、営利法人

等。以下 

「社会福祉法人 

等 」 と いう。） 

    

ｲ 障害福祉 障害者総合支 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

サービス事 援法第７９条 等  指定都市若し   

業所（療養 第２項   くは中核市   

介護に限る。） 

ｳ 障害者支援

施設 
障害者総合支 地方税法（昭 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 



 援法第８３条 和２５年法律  指定都市若し   

 第４項 第２２６号）第３

４８条第２項第

１０の 

６号及び第１０

の７号の規定に

より固定資産税

を課されないこ

ととされている

法人（社会福祉法

人、日本赤十字

社、公益社団法人

又は公益財団法

人等。医療法人を

除く。） 

 くは中核市   

(4) 居宅介護 障害者総合支 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

事業所、短 援法第７９条 等  指定都市若し   

期入所事業所、

就労定着支援

事業所、自立生

活援助事業所、

共同生活援助

事業所及び相

談支援事業所 

第２項 

 

 くは中核市   

(5) 身体障害 身体障害者福 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

者社会参加 祉法第２８条   指定都市若し   

支援施設 第３項   くは中核市   

(6)児童福祉施

設等 

ｱ 障害児入 児童福祉法第 社会福祉法人 児童福祉法 都道府県又は ３／４ ２／３ 

所施設 ３５条第４項 又は日本赤十 第５６条の 指定都市若し   

  字社若しくは ２第１項 くは児童相談   

  公益社団法人又は

公益財団法人 

 所設置市 
 

 

ｲ 児童発達 児童福祉法第 社会福祉法人 児童福祉 都道府県又は ３／４ ２／３ 

支援セン ３５条第４項 等 法第５６ 指定都市若し   

ター   条の２第 くは児童相談   



   １項 所設置市   

ｳ 児童発達 児童福祉法第 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

支援事業 ３４条の３第 等  指定都市若し   

所、放課後等デ

イサービス事

業所 

２項   くは中核市   

(7) 居宅訪問 児童福祉法第 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

型児童発達 ３４条の３第 等  指定都市若し   

支援事業 

所、保育所等訪

問支援事業所

及び障害児相

談支援事業所 

２項   くは中核市   

(8) 福祉ホー 障害者総合支 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

ム 援法第７９条 等  指定都市若し   

 第２項   くは中核市   

(9)応急仮設 平成１７年１ 本表中の施設 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

施設 ０月５日社援 の種類ごとに  指定都市若し   

 発第 1005010号 定められてい  くは中核市   

 厚生労働省社

会・援護局長通

知「社会福祉施

設等における

応急仮設施設

整備の国庫補

助の取扱いに

ついて」 

る設置者     

(10)無料低額 社会福祉法第 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

宿泊所 ２条第３項第 等  指定都市若し   

 ８号   くは中核市   

(11)日常生活 生活保護法第 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 



支援住居施 30条 等  指定都市若し   

設    くは中核市   

(12)その他施 別途厚生労働 社会福祉法人 予算措置 都道府県又は ３／４ ２／３ 

設 大臣が定める 又は日本赤十 等 指定都市若し   

 基準等 字社  くは中核市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１－１ 

 算 定 基 準 

【保護施設等の場合（３の（１）に掲げる施設）】 

創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間社会福祉施設整備 

１ 種 目 ２ 基 準 額 ３ 対 象 経 費 

本体工事費 ア 定員１人当たり基準単価を適用す 施設の整備（施設の整備と一体的に 

 る場合 

（ア）別表２－１又は別表２－２に掲 

げる定員１人当たり基準単価に定 

員を乗じて得た額を基準額とす 

る。 

（イ）南海トラフ地震に係る地震防災 

対策の推進に関する特別措置法第 

１２条第１項第４号に規定する津 

波避難対策緊急事業計画（以下 

「津波避難対策緊急事業計画」と 

いう。）に基づく事業として行う 

場合には別表２－３に掲げる定員 

１人当たり基準単価に定員を乗じ 

て得た額を基準額とする。 

（ウ）地震防災対策強化地域における 

地震対策緊急整備事業に係る国の 

財政上の特別措置に関する法律第２

条に規定する地震対策緊急整備事業

計画（以下「地震対策緊急整備事業

計画」という。）に基づいて実施さ

れる事業のうち、同法別表第１に掲

げる社会福祉施設（木造施設の改築

として行う場合）として行う場合に

は別表２－４又は別表２－５に掲げ

る定員１人当たり基準単価に定員を

乗じて得た額を基準額とする。 

（エ）地震防災対策特別措置法第２条に

規定する地震防災緊急事業五箇年計画

（以下「地震防災緊急事業五箇年計画」

という。）に基づいて実施される事業の

うち、同法別表第１に掲げる社会福祉

施設（木造施設の改築として行う場合）

として行う場合には別表２－４又は別

表２－５に掲げる定員１人当たり基準

単価に定員を乗じて得た額を基準額と

する。 

 

整備されるものであって、地方厚生（ 

支）局長が必要と認めた整備を含む。 

）に必要な工事費又は工事請負費（第 

２の５に定める費用を除く。）及び工 

事事務費（工事施工のため直接必要な 

事務に要する費用であって、旅費、消 

耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び 

設計監督料等をいい、その額は、工事 

費又は工事請負費の２．６％に相当す 

る額を限度額とする。以下同じ。）。 

ただし、別の負担（補助）金又はこ 

の種目とは別の種目において別途補助 

対象とする費用を除き（以下同じ。)、 

工事費又は工事請負費には、これと同 

等と認められる委託費、分担金及び適 

当と認められる購入費等を含む（以下 

同じ。）。 



 イ 一部改築及び拡張 

平成１７年１０月５日社援発第

10 05009 号厚生労働省社会・援護

局長通知「社会福祉施設等施設整

備費における一部改築及び拡張に

係る国庫補助金の算出方法の取扱

いについて」により算出された額

を基準額とする。 

ウ 都市部等において高層化して整備

する場合であって、平成１７年１

０月５日社援発第 1005011 号厚生

労働省社会・援護局長通知「都市

部における社会福祉施設の整備の

促進について」に定める基準に適

合する整備を行うときは、上記に

定める方法により算定された額に

対して０．０８を乗じて得た額を

加算する。 

エ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和３

７年法律第７３号）第２条第２項

の規定に基づき指定された特別豪

雪地域に所在する場合は、上記に

定める方法により算定された額に

対して０．０８を乗じて得た額を

加算する。 

オ 積雪寒冷地域（寒冷地手当支給規

則（昭和３９年総理府令第３３

号）別表に掲げる地域（国家公務

員の寒冷地手当支給地域）とす

る。）に所在する下記に掲げる対象

施設の体育施設にあっては、１施

設当たり 52,200,000 円を基準額と

する。 

ただし、地震防災緊急事業五箇

年計画に基づいて実施される事業

のうち、同法別表第１に掲げる社

会福祉施設（木造施設の改築とし

て行う場合）として行う場合には

１施設当たり 58,000,000 円を基準

額とする。 

耐震化等整備又は津波避難対策

緊急事業計画に基づく事業として

行う場合には、「52,200,000」を

「69,300,000」、「58,000,000」を

「77,000,000」とそれぞれ読み替

えて適用する 

 

〈対象施設〉 

救護施設、更生施設 

 



カ 奄美群島振興開発特別措置法（昭和

２９年法律第１８９号）第１条に規定

する奄美群島、小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和４４年法律第７９号）

第４条第１項に規定する小笠原諸島、

離島振興法（昭和２８年法律第７２

号）第２条第１項の規定に基づき指定

された離島振興対策実施地域若しくは

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律

第１４号）第３条第１項第３号に定め

る離島に所在する場合は、上記に定め

る方法により算定された額に対して

０．０８を乗じて得た額を加算する。 

 

   

介護用リフ 厚生労働大臣が必要と認めた施設及 介護用リフト等の整備に必要な工事 

ト等特殊付

帯工事費 

び額とする。 費又は工事請負費 

授産施設等 厚生労働大臣が必要と認めた施設及 授産施設等近代化の整備に必要な工 

近代化整備

工事費 

び額とする。 事費又は工事請負費 

授産施設等 厚生労働大臣が必要と認めた施設及 授産施設等の整備に必要な工事費又 

整備工事費 び額とする。 は工事請負費 

解  体  撤 

去 厚生労働大臣が必要と認めた施設及 解体撤去に必要な工事費又は工事 

工事費及び び額とする。 請負費及び仮設施設整備に必要な賃借 

仮 設 施 

設整備工事

費 

 料、工事費又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１－２ 

 算 定 基 準 

【障害福祉関係施設の場合（３の（２）、（３）及び（４）に掲げる施設）】 

創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備 

１ 種 目 ２ 基 準 額 ３ 対 象 経 費 

本体工事費 ○ １施設当たり基準単価を適用する 施設の整備（施設の整備と一体的に 

 場合 

（ア）別表３－１又は別表３－２に掲 

げる１施設あたり基準単価（多機 

能型事業所を整備する場合には、 

多機能型として一体的に行う各事 

業の利用定員の合計に応じた基準 

単価）を基準額とする。 

（イ）津波避難対策緊急事業計画に基 

づく事業として行う場合には別表 

３－３に掲げる１施設あたり基準 

単価を基準額とする。 

（ウ）沖縄振興計画に基づく事業とし 

て行う場合には別表３－４又は別 

表３－５に掲げる１施設あたり基 

準単価を基準額とする。 

（エ）公害防止対策事業として行う場 

合には別表３－６又は別表３－

７に掲げる１施設当たり基準単

価を基準額とする。 

（オ）地震対策緊急事業計画に基づ

いて実施される事業のうち、同

法別表第１に掲げる社会福祉施

設（木造施設の改築として行う

場合）として行う場合には別表

３－８又は別表３－９に掲げる

１施設あたり基準単価を基準額

とする。 

（カ）地震防災緊急事業五箇年計画

に基づいて実施される事業のう

ち、同法別表第１に掲げる社会

福祉施設（木造施設の改築とし

て行う場合）として行う場合に

は別表３－８又は別表３－９に

掲げる１施設当たり基準単価を

基準額とする。 

（キ）奄美群島振興開発特別措置法 

（昭和２９年法律第１８９号）第 

整備されるものであって、地方厚生（ 

支）局長が必要と認めた整備を含む。 

）に必要な工事費又は工事請負費（第 

２の５に定める費用を除く。）及び工 

事事務費（工事施工のため直接必要な 

事務に要する費用であって、旅費、消 

耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び 

設計監督料等をいい、その額は、工事 

費又は工事請負費の２．６％に相当す 

る額を限度額とする。以下同じ。）。 

ただし、別の負担（補助）金又はこ 

の種目とは別の種目において別途補助 

対象とする費用を除き（以下同じ。)、 

工事費又は工事請負費には、これと同 

等と認められる委託費、分担金及び適 

当と認められる購入費等を含む（以下 

同じ。）。 



１条に規定する奄美群島、小笠

原諸島振興開発特別措置法（昭

和４４年法律第７９号）第４条

第１項に規定する小笠原諸島、

離島振興法（昭和２８年法律第

７２号）第２条第１項の規定に

基づき指定された離島振興対策

実施地域若しくは沖縄振興特別

措置法（平成１４年法律第１４

号）第３条第１項第５号に定め

る離島に所在する場合は、上記

に定める方法により算定された

額に対して０．０８を乗じて得

た額を加算する。 

解  体  撤 

去 厚生労働大臣が必要と認めた施設及び 解体撤去に必要な工事費又は工事 

工事費及び 

仮 設 施 

設整備工事

費 

額とする。 請負費及び仮設施設整備に必要な賃借 

料、工事費又は工事請負費 

  



別表１－３ 

 算 定 基 準 

（別表１－１、別表１－２及び別表４に掲げる整備以外の事業） 

１ 種 目 ２ 基 準 額 ３ 対 象 経 費 

本体工事費 大規模修繕等及びその他特別な工事 施設の整備に必要な工事費又は工事請 

 費については、厚生労働大臣が必要と 

認めた額とする。 

負費（第２の５に定める費用を除く。） 

及び工事事務費（工事施工のため直接必

要な事務に要する費用であって、旅費、

消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び

設計監督料等をいい、その額は、工事費

又は工事請負費の２．６％に相当する額

を限度額とする。以下同じ。）。 

ただし、別の負担（補助）金又はこの

種目とは別の種目において別途補助対象

とする費用を除き（以下同じ。）、工事費

又は工事請負費には、これと同等と認め

られる委託費、分担金及び適当と認めら

れる購入費等を含む（以下同じ。）。 

スプリンク 厚生労働大臣が必要と認めた施設及 スプリンクラー設備等に必要な工事費 

ラー設備等 

工事費 

(既存施設) 

び額とする。 又は工事請負費 

仮  設  施 

設 厚生労働大臣が必要と認めた施設及 仮設施設整備に必要な賃貸料、工事費 

整備工事費 び額とする。 又は工事請負費 



 

別表４ 

 算 定 基 準 

 （そ の 他 施 設） 

１ 種 目 ２ 基 準 額 ３ 対 象 経 費 

本体工事費 次に掲げる額とし、改築及び大規 施設整備に必要な 

 模修繕等の工事費については、厚生 工事費又は工事請負 

 労働大臣が必要と認めた額とする。 

厚生労働大臣が必要と認めた面積 

鉄筋 厚生労働大臣が必要

と認めた額 

ブロック 厚生労働大臣が必要と認

めた額 

木造 厚生労働大臣が必要

と認めた額 

費及び工事事務費 

解体撤去 厚生労働大臣が必要と認めた施設 解体撤去に必要な 

工事費及び 及び額とする。 工事費又は工事請負 

仮設施設  費及び仮設施設整備 

整備工事費  に必要な賃借料、工事

費又は工事請負費 

 

 



(別紙)  

令和５年度松本市障がい児・者施設整備の基本方針 （案） 
  

１ 整備方針策定の考え方  

障害者基本法の「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の

機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない。」とする理念

や松本市第４次障がい者計画及び第６期松本市障がい福祉計画・第２期松本市障がい児福

祉計画の実現に向け、障がい者が地域で自立生活した生活が送れるよう、また、安心して

暮らせる生活基盤の確保等を図るため、次のとおり施設整備の方針を定める。  

  
２ 次の施設整備を優先的に実施する  

⑴ 障がい児・者の安全対策の促進  

ア 利用者の安全を確保するため、耐震診断や老朽度調査等の結果、耐震化改修や施設

の大規模改修等を行う必要のある施設の整備を優先する。  

イ 利用者の安全を確保するため、非常用自家発電設備の設置、ブロック塀等の倒壊防

止など、施設の防災対策を強化するための施設の整備を優先する。  

 ⑵ 重度障がい児・者の日中活動の場の確保や地域生活への移行を進めるため、強度行動

障がい児・者、医療的ケアのある障がい児・者、重症心身障がい児・者等に対応できる

施設整備（障害児通所支援事業所、生活介護事業所等）を優先する。  

⑶ グループホームの整備促進  

ア 障がい者が地域で安心して暮らすためには、生活の拠点となる住まいの場を確保す

る必要があることから、地域バランス等を考慮し設置が遅れている地域の整備を優先

する。  

イ 地域生活の支援のため、緊急時の対応やレスパイトとしての機能を有する短期入所

の整備が必要であることから、短期入所を併設する施設を優先する。 

⑷ 日中活動の場の整備促進  

地域での自立した生活を支援するため、日中活動の場となる通所事業所の整備が必要

であることから、地域バランス等を考慮し設置が遅れている地域の整備を優先する。  

⑸ 発達障がい児支援施設整備の促進  

発達障がい児の支援の充実を図るため、地域での障がい児支援の拠点となる児童発達

支援センターの整備を優先する。  

⑹ 地域生活支援拠点整備の促進  

地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する者に対する支援等を進

めるため、短期入所や相談支援機能等を有し、障がい者の地域での暮らしを支える、地

域生活支援拠点となる施設の整備を優先する。  

 



 ⑺ 地域共生社会の促進 

   障がい児・者のみならず、高齢者や貧困等の問題を抱える方が地域で生活が送ること

ができる社会資源の整備が必要となることから、共生型サービスを提供する施設、多世

代交流や多機能型福祉施設の整備を優先する。 

 

３ 上記のほか、次の観点から優先度を判定する  

⑴ 市障がい福祉計画及び市障がい児福祉計画に基づく整備目標の達成に資するものであ

ること。  

⑵ 施設整備の目的、計画等が具体的であるもの。  

⑶ ニーズ調査等が十分に行われ、真に必要な整備計画となっているもの。  

⑷ 施設所在市町村、圏域自立支援協議会等の関係者との調整が十分行われているもの。  

⑸ 設置・運営主体となる法人の組織体制及び運営状況が適正であること。  

⑹ 資金計画が適正で、法人の安定した運営が確保されていること。  

⑺ 利用者の利便性を確保する観点から、施設の立地、構造、設備等において配慮がなさ

れていること。  

⑻ 環境に配慮された施設となっていること。 

 

４ 整備計画書提出に当たっての留意事項  

⑴ 整備計画書は、令和５年１１月３０日までに所管の松本市健康福祉部障がい福祉課に

２部提出すること。 

⑵ 事業計画は、補助金の内示から令和７年３月３１日までに補助事業が完了するもので

あること。  

⑶ 整備を行う圏域におけるニーズ調査等を十分に行うとともに、整備予定地の市町村に

事前に説明等を行うなど、市町村の障害福祉計画及び障害児福祉計画との整合性を図る

こと。  

⑷ 補助基準単価は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に記載されている補

助基準単価を用いて補助金額を算出するが、今後、国の補助基準単価の変動等に伴い、

補助額が変更となる場合があること。なお、事前に交付要綱をよく確認した上で、計画

書の提出をすること。  

⑸ 優先度等により市予算額の範囲内において社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査会

に諮る案件を選定し、当該審査会の承認を得た案件について、国庫補助協議を行うもの

であること。  

⑹ 整備計画書の提出された案件が全て補助採択されるとは限らないため、補助採択され

なかった場合の対応についても検討しておくこと。  


